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仮称）青少年科学館活用基本構想策定事前調査業務提案説明書 

 

１ 業務の名称 

  仮称）青少年科学館活用基本構想策定事前調査業務 

 

２ 本書の目的 

  札幌市教育委員会が実施する「仮称）青少年科学館活用基本構想策定事前調査業務」

の委託の相手先を選定するための公募型企画提案に関して、必要な事項を定めることを

目的とする。 

 

３ 業務概要 

⑴  背景 

青少年科学館は、科学及び科学技術に関する知識の普及啓発を通し、創造性豊かな

青少年を育てることを目的に設立された。しかし、開館から 35 年が経過し、施設面

の老朽化や展示物の時代遅れ感が目立ち、魅力が低下しており、本来の目的を十分に

果たすことができない状況となっている。 

一方、札幌市では、産業人材の育成を目指し、様々な体験を含む教育プログラムを

充実させることで、創造性や国際感覚を育むなど、子どもたちの経験を豊かにする環

境づくりを進めることとしている。 

このような状況から、今後の札幌市が目指す人材育成に役立てるよう、青少年科学

館に求められる役割や事業の方向性を定め、青少年科学館の活用を図るための基本構

想を策定することとしている。 

⑵  目的 

   本調査は、平成 29年度より策定作業を進める「仮称）青少年科学館活用基本構想」

の事前調査として位置付け実施するものである。 

青少年科学館の魅力を向上させ、積極的な活用を図るため、現状の展示物及び設備、

他都市の状況等を調査・研究し、今後求められる青少年科学館のコンセプト及び運用、

整備の方向性を定めることを目的とする。 

⑶  業務規模 

   ３，０００千円（税抜２，７７７千円）を上限とする。 

   ※上記金額は規模を示すものであり、契約は別途設定する予定価格の範囲内で行う。 

 ⑷ 履行期間 

   契約締結日～平成 29年３月 24日（金） 
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４ 業務内容 

別添１「仕様書」のとおり。 

 

５ 参加資格 

 以下の要件の全てを満たす者とする。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４の規定に該当しない者で

あること。 

⑵ 平成 27・28 年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）に登録されている

者であること。 

⑶ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）による更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）による再生手続開始の申立てがなさ

れている者（手続開始決定後の者は除く。）等経営状態が著しく不健全でないこと。 

⑷ 企画提案書の提出時点において、札幌市競争入札参加停止等措置要領（平成 14 年

４月 26日付け財政局理事決裁）に基づく参加停止措置を受けていないこと。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年５月15日法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団その他の反社会的団体である者又はそれらの構成員

が行う活動への関与が認められる者でないこと。 

⑹ 札幌市内に本店又は支店等を有していること。 

 

６ 参加手続に関する事項 

  企画提案に関わる必要書類は、下記のとおり提出すること。なお、これによらない提

出書類等は受け付けしないものとする。 

 ⑴ 提案説明書等の入手先 

   提案説明書等は、平成 28年 10月 25日（火）から札幌市公式ホームページ内 

「教育・文化・スポーツ > 生涯学習・若者支援 > 生涯学習の支援 > 生涯学習支援事業」

にて公開する。 

ＵＲＬ：http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/shogaikyoiku/gakushu/shien/ 

 ⑵ 提出書類 

   以下、ア～ウは１部、エ～ケは 10部（正本 1部、副本 9部）を提出すること。 

   ア 参加意向申出書兼参加資格確認書（様式１） 

イ 企画提案者概要（様式２） 

ウ 企画提案書（様式３） 

エ 企画提案内容（様式不問） 
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  ※別添２「企画提案項目」を参考に作成すること。 

  ※企画提案内容の作成にあたっては、Ａ４判（８枚以内）もしくはＡ３版（４

枚以内）とすること。 

オ 業務運営体制（様式４） 

カ 業務処理体制図（様式不問） 

キ 類似業務等受託実績（様式５） 

ク 業務処理工程表（様式不問） 

ケ 積算書（様式不問） 

※ 提出書類の文字サイズは 10.5 ポイント以上とすること。 

※ エ以外の提出書類の作成にあたっては、紙サイズは原則Ａ４判とすること。 

※ ケは、積算根拠がわかるように内訳書を添付するなどして作成すること。 

なお、本積算額は評価対象とはしない。また、企画提案が選定された者との契

約額を確約するものではない。 

⑶ 提出方法等 

 ア 提出方法 

下記提出先に持参または郵送により提出すること。 

※なお、FAX による提出は受け付けしない。 

イ 提出先 

   〒060-0002 札幌市中央区北 2条西 2丁目 ＳＴＶ北 2条ビル 4階 

    札幌市教育委員会 生涯学習部 生涯学習推進課 推進担当 菊川 

⑷ 提出期限 

ア 参加意向申出書兼参加資格確認書等（上記⑵ア及びイ） 

  平成 28年 11月８日（火）17時 15分【郵送の場合は必着】 

  ※申出の無い者からの企画提案は受け付けしない。 

イ 企画提案書等（上記⑵ウ～ケ） 

平成 28年 11月 15日（火）17時 15分【郵送の場合は必着】 

 ⑸ 質問の受付及び回答 

  ア 質問受付期間 

    平成 28年 10月 25日（火）9時～平成 28年 11月８日（火）17時 

  イ 方法 

    本事業に関する質問については、「質問書」（様式６）にて行うこと。 

ウ 提出先 

    E-Mail 又は FAX で「質問書」を受け付ける。メールでの送付の場合、件名は「青
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少年科学館事前調査業務に係る質問」とすること。 

    なお、E-Mail 又は FAX以外での質問については対応しない。 

    Fax:011-211-3873 Ｅ-mail：manabi@city.sapporo.jp 

  エ 回答 

    質問に対する回答は、原則ホームページで公開する。 

  ＵＲＬ：http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/shogaikyoiku/gakushu/shien/ 

ただし、質問又は回答の内容が、質問者の具体的な提案事項に密接に関わるもの

は、質問者に対してのみ回答する。提出期限までに到着しなかった質問書について

は、原則回答しない。 

 ⑹ その他 

  ア 企画提案に係る一切の費用は企画提案者の負担とする。 

  イ 提出する提案は１案とする。提出期限後の資料追加及び変更は認めない。 

  ウ 企画提案内容は、提案者が確実に実現できる範囲で記載すること。 

    なお、企画提案書に記載した内容は、業務規模内で実施できるものとみなす。 

  エ 全ての提出された書類は返却しない。 

  オ 参加意向申出書兼参加資格確認書等を提出した後に申請を取りやめる場合は、取

下願（様式不問）を提出すること。 

 

７ 企画提案の審査 

  提出された企画提案は、「仮称）青少年科学館活用基本構想策定事前調査業務企画競争

実施委員会」（以下「実施委員会」という。）において、別添３「評価調書」により審査

する。 

  また、企画提案書の提出後、一次審査（書類審査）を行い、二次審査で企画提案書に

ついて発表（プレゼンテーション）する機会を設ける。 

⑴  提出書類による一次審査 

ア  日時：平成 28年 11月 16日（水）予定 

イ 一次審査通過の企画提案は、３件程度とする。 

ウ 一次審査の結果は、確定後速やかに一次審査対象者全員に郵送、FAX又は E-mail

により通知するが、審査の過程は公表しない。 

エ 応募者数が３者以下の場合は実施委員長の決定により、一次審査を省略する。一

次審査を省略した際の一次審査の結果は、二次審査の実施通知に同封する。 

⑵  一次審査通過者を対象とした発表（プレゼンテーション）による二次審査 

ア  日時：平成 28年 11月 21日（月）予定（詳細は参加者に別途通知する。） 
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イ  会場：札幌市教育委員会４階 教育委員会会議室（予定） 

ウ 実施方法 

  札幌市の指定した時刻から順次個別に行う。 

  プレゼンテーション（10分以内）及びヒアリング（15分程度）を予定。 

 エ 企画提案者１者あたりの出席人数は、５名以内とする。 

 オ パソコンの持ち込みは可能とするが、プロジェクター等の使用を希望する場合は

事前に担当まで連絡を入れること。  

 カ プレゼンテーションに出席しない事業者の提案は、取り下げたものとみなす。 

 キ 二次審査の結果は、確定後速やかに二次審査対象者全員に郵送により通知するが、

審査の過程は公表しない。 

⑶ その他 

 ア 実施委員会の審査は、非公開とする。 

 イ 委員が企画提案者と利害関係にある場合、もしくは接触を持った場合、審査に参

加できない。 

 ウ 採点は、全委員の合計点をもって行う。 

 

８ 契約候補者との協議及び契約 

 ⑴ 実施委員会の審査において、最も高い評価を得た企画提案者を契約候補者とする。

総合得点が同点の企画提案者があるときは、実施委員会で協議の上、選定するものと

する。 

 ⑵ 企画提案者が１者となった場合、実施委員会の審査により最低基準点（総合評価の

６割）を超えた場合に限り契約候補者として決定する。 

⑶ 本業務は、審査によって選定された１者より再度見積書、積算内訳書を徴収の上、

随意契約により、契約を締結することを原則とする。 

⑷ 選定された企画提案者との交渉の結果、合意に至らなかった場合、又は、契約候補

者の本企画提案における失格事項または不正と認められる行為が判明した場合は、順

次２位以降の者を繰り上げて、その者と協議する。 

⑸ 企画提案の内容がそのまま契約内容となるものではなく、選定された契約候補者と

の交渉の結果、企画提案書の一部を変更することがある。 

⑹ 契約手続は、札幌市契約規則の定めるところによる。 

⑺ 札幌市は、契約締結後においても受託者が本企画提案における失格事項又は不正と

認められる行為が判明した場合は、契約の解除ができるものとする。 
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９ 権利関係 

 ⑴ この業務の履行のために行う打ち合わせ、資料提供、調査事項等の内容は第三者に 

 漏らさないこと。 

⑵ 受託者は、納品した成果品について、受託者が有する著作権法（昭和 45 年法律第

48号）第 21号から第 28号までに規定する著作権を成果物の納入とともに委託者に無

償で譲渡するものとする。 

⑶ 受託者は、納品した成果品について、著作権法第 18条から第 20条までに規定する

著作権人格権を行使しないものとする。 

⑷ 受託者は、委託者に無償譲渡する著作権を委託者以外の第三者に譲渡しないことと

する。 

⑸ 受託者は、納品した成果品について、第三者の商標権、著作権その他の諸権利を侵

害するものでないことを保証することとする。 

  なお、成果品が第三者の著作物である場合には、当該事業の趣旨をふまえ、著作権

その他諸権利に関して必要な手続きを行うこととし、手続きの不備によって生じる一

切の責任は、受託者が負うものとする。 

⑹ 委託者は、著作権法第 20条（同一性保持権）に該当しない場合においても、目的物

の改変を行うことができるものとする。 

⑺ 本業務の成果物が仕様に反することが判明した場合には、受託者は、納品後であっ

てもデータの修正を行うこと。 

10 その他の留意事項 

⑴ 提出された企画案その他本件企画競争の実施に伴い提出された書類について、札幌

市情報公開条例（平成 11年条例第 41号）に基づき公開請求があったときは、同条例

の定めるところにより公開する場合がある。 

⑵ 企画案が採用となった場合、企画内容の一層の充実を図るため、委託者と受託者の

協議により、調整する場合がある。 

 

11 参加資格の喪失 

  本プロポーザルにおいて企画提案者が参加資格を有することを確認したときから審

査が確定するまで（契約候補者にあっては契約を確定するまで）において、次のいずれ

かに該当するときは、提出された企画提案に関する評価は行わず、又は契約候補者とし

ての選定を取り消すこととする。 

 ⑴ 参加資格を満たしていないことが判明し、又は満たさないこととなったとき 

⑵ 提出された書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 
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⑶ 不正な利益を図る目的で実施委員会の委員等と接触し、又は利害関係を有すること

となったとき。 

 

12 失格要件 

  次の各号に該当する場合は、実施委員会において審査の上、失格となる場合がある。 

 ⑴ 本提案説明書等に定める手続き、方法等を遵守しない場合。 

 ⑵ 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合。 

 ⑶ その他、実施委員会において不適当と判断した場合。 

  

13 スケジュール 

告示（市 Web サイトに掲載） 平成 28年 10月 25日（火）９時（予定） 

質問の受付及び回答 平成 28年 10月 25日（火）９時から 

平成 28年 11月８日（火）17時まで（予定） 

参加意向申出書兼参加資格書等提出期限 平成 28年 11月８日（火）17時 15分（予定）

企画提案書等の提出期限 平成 28年 11月 15日（火）17時 15分（予定）

一次審査（書類審査）の実施 平成 28年 11月 16日（水）時刻未定（予定）

二次審査（プレゼンテーション）の実施 平成 28年 11月 21日（月）時刻未定（予定）

審査結果 平成 28年 11月 22日（火）17時（予定） 

 

14 問い合わせ先 

 札幌市教育委員会 生涯学習部 生涯学習推進課 推進担当 菊川 

〒060-0002 札幌市中央区北 2条西 2丁目 ＳＴＶ北 2条ビル 4階 

  電話:011-211-3871、Fax:011-211-3873 Ｅ-mail：manabi@city.sapporo.jp 

 

 

 

 


